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午前１０時００分 開議  

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） ただいまの出席議員は１５人であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定によ

り、渡辺議員、山本議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 お手元に配付した議事日程追加表のとおり議案が提出されております。これを日程に

追加し、議題にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議事日程追加表のとおり日程に追加し、議題とすることに決定しまし

た。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３１ 議案第２７号 

○議長（杉本信一君） 日程第３１ 議案第２７号令和７年度遠軽町一般会計補正予算

（第１１号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第２７号令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第１１

号）について説明いたします。 

 令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第１１号）につきましては、既定の繰越明許費

を変更するものであり、「第１表繰越明許費補正」により説明いたします。 

次のページをお開き願います。 

繰越明許費の変更につきましては、３款民生費２項児童福祉費、物価高対応子育て応

援手当支給事業につきましては、２月議会臨時会において補正予算により計上いたしま

したが、手当支給に係る国の取扱いの変更により、令和７年度事業として予定していた

経費を令和８年度事業に繰り越す必要が生じたため、繰越明許費の金額を４,２４２万

４,０００円に変更するものです。 

以上で説明を終わります。 
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○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２７号令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第１１号）を採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３２ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第３２ 議案第３号遠軽町遠軽高等学校学生寮設置条例の

制定についてを議題とします。 

 令和７年第６回定例会において付託しました総務・文教常任委員会から、審査報告書

が提出されておりますので、委員長の報告を求めます。 

 佐藤総務・文教常任委員長。 

○総務・文教常任委員長（佐藤和徳君） －登壇－ 

 令和７年第６回遠軽町議会定例会におきまして、総務・文教常任委員会に付託されま

した議案第３号遠軽町遠軽高等学校学生寮設置条例の制定について、遠軽町議会会議規

則第７７条の規定により審査結果を報告します。 

 本条例につきましては、北海道遠軽高等学校の生徒の確保及び遠隔地のため自宅から

の通学が困難である生徒の負担を軽減することを目的として、遠軽高等学校学生寮を設

置するため必要な事項を定めるものです。 

この付託議案につきましては、本委員会において委員会審査を令和８年１月２０日、

２月１８日、３月９日に行い、原案のとおり可とすることに決定したものであります。 

以上で、総務・文教常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号遠軽町遠軽高等学校学生寮設置条例の制定についてを採決いた

します。 

 本案に対する委員長報告は、可とするものです。 

本案は、討論を省略し、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３３ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第３３ 議案第３号遠軽町特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

 本定例会において付託しました民生・経済常任委員会から、審査報告書が提出されて

おりますので、委員長の報告を求めます。 

 渡辺民生・経済常任委員長。 

○民生・経済常任委員長（渡辺清夏君） －登壇－ 

 令和８年第２回遠軽町議会定例会におきまして、民生・経済常任委員会に付託されま

した議案第３号遠軽町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について、遠軽町議会会議規則第７７条の規定により審査結果を報告します。 

 本条例につきましては、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準を定めるため、必要な事項を定めるものです。 

この付託議案につきましては、本委員会において委員会審査を令和８年３月１０日に

行い、原案のとおり可とすることに決定したものであります。 

以上で、民生・経済常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号遠軽町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例の制定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可とするものです。 

本案は、討論を省略し、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３４ 議案２１号から日程第３９ 議案２６号 

○議長（杉本信一君） 日程第３４ 議案第２１号令和８年度遠軽町一般会計予算、日

程第３５ 議案第２２号令和８年度遠軽町国民健康保険特別会計予算、日程第３６ 議

案第２３号令和８年度遠軽町後期高齢者医療特別会計予算、日程第３７ 議案第２４号

令和８年度遠軽町介護保険特別会計予算、日程第３８ 議案第２５号令和８年度遠軽町

水道事業会計予算、日程第３９ 議案第２６号令和８年度遠軽町下水道事業会計予算、
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以上議案６件を一括して議題とします。 

 本定例会において付託しました予算審査特別委員会から審査報告書が提出されており

ますので、委員長の報告を求めます。 

 秋元予算審査特別委員会委員長。 

○予算審査特別委員長（秋元直樹君） －登壇－ 

 令和８年度遠軽町各会計予算に係る特別委員長報告。 

令和８年度遠軽町一般会計予算ほか５件につきましては、令和８年第２回遠軽町議会

定例会において、予算審査特別委員会に付託され、慎重に審査をしてまいりました。 

審査に当たりましては、理事者をはじめ関係部課長等により詳細に説明をいただきま

したことに対し、厚くお礼を申し上げる次第であります。 

初めに、本特別委員会で審査いたしました結果について御報告いたします。 

審査結果につきましては、議案第２１号令和８年度遠軽町一般会計予算から議案第２

６号令和８年度遠軽町下水道事業会計予算までの付託議案６件を全会一致をもって、原

案のとおり可とすることに決定したところであります。 

審査の経過につきましては、報告書に記載のとおりでありまして、３月１２日に委員

会審査報告書の確認及び採決を経たものです。 

以上です。 

○議長（杉本信一君） 委員長報告に対する質疑は行わないことになっておりますの

で、一括上程した議案６件の採決をいたします。 

 採決は、上程の順により各議案ごとに行います。 

 これより、議案第２１号令和８年度遠軽町一般会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号令和８年度遠軽町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号令和８年度遠軽町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号令和８年度遠軽町介護保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号令和８年度遠軽町水道事業会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号令和８年度遠軽町下水道事業会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、可であります。 

 本案は、討論を省略して、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４０ 議員派遣について 

○議長（杉本信一君） 日程第４０ 議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付のとおり議員

派遣をしたいと思います。 

 なお、細部については、議長に一任いただきたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、派遣することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上をもって、本定例会の会議に付された事件は全部終了しま

した。 



《令和８年３月１３日》 

－ 8 － 

 会議を閉じます。 

 以上で、令和８年第２回遠軽町議会定例会を閉会します。 

午前１０時１３分 閉会 




